
 

財産処分承認の期間について 

 

 

ディーゼル車対策事業助成交付要綱（別表２） 

車  種 区   分 年数 

軽自動車 
運送事業用車両、貸自動車業用車両、特殊自動車 ３年 

自家用車両（総排気量 0.66リットル以下に相当するもの） ４年 

貨物車 

（軽自動車を除く） 

運送事業用車両 

貸自動車業用車両 

特殊自動車 

積載量 2トン超のもの ４年 

積載量 2トン以下のもの ３年 

自家用車両 
ダンプ式 ４年 

ダンプ式以外 ５年 

乗合自動車 
運送事業用車両、貸自動車業用車両、特殊自動車 ５年 

自家用車両（総排気量 0.66リットル超に相当するもの） ６年 

 

 

 


